
◎都市鉄道等利便増進法 
（平成一七年五月六日法律第四一号）   

一、提案理由（平成一七年三月三○日・衆議院国土交通委員会） 

○北側国務大臣 ただいま議題となりました都市鉄道等利便増進法案の提案理由につき

まして御説明申し上げます。 

 我が国においては、三大都市圏その他政令指定都市を中心とした大都市圏が形成され

ており、その社会経済活動は我が国の活力の源泉となっております。その中で、我が国

の都市鉄道は、世界に類を見ない規模及び頻度で利用されており、都市の社会経済活動

を支える上で大きな役割を果たしております。 

 都市鉄道については、これまで、増大する輸送需要への対応を主眼とした整備が多数

の鉄道事業者によりそれぞれ進められてきた結果、そのネットワークは相当程度拡充さ

れてまいりました。しかしながら、その反面、他の鉄道事業者の路線との接続の不備、

混雑時間帯における速度の低下、駅とその周辺との一体的な整備の欠如といった質の面

における課題がなお見られるとともに、近年の輸送需要の頭打ちによる投資の抑制、市

街地の熟成による関係者の利害調整の困難化から、これらの課題に対応した都市鉄道等

の整備が自発的に行われることは困難となっております。 

 こうした状況を踏まえ、既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進

事業を円滑に実施し、あわせて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定める

ことにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進するための法律案をこのたび提案するこ

ととした次第でございます。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推

進するための基本方針を定めることとしております。 

 第二に、目的地到達までの時間の短縮を図るため、都市鉄道施設の整備主体及び営業

主体が協議により作成した計画について、国土交通大臣がこれを認定する制度を創設す

るとともに、国土交通大臣の認定を受けた者は、この計画に従い、その事業を実施しな

ければならないこととしております。また、国土交通大臣の認定を受けたときは、鉄道

事業法の許可または軌道法の特許とみなすといった法律の特例を設けております。 

 第三に、交通結節機能の高度化を図るため、都道府県が組織する協議会において作成

した計画について、国土交通大臣がこれを認定する制度を創設するとともに、認定を受

けた計画において駅施設の整備等を行うこととされた者は、この計画に従い、当該駅施

設の整備等を行わなければならないこととしております。また、国土交通大臣の認定を

受けたときは、この計画に基づく都市計画決定手続の実施を義務づけるといった都市計

画法の特例等を設けております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 



二、衆議院国土交通委員長報告（平成一七年四月七日） 

○橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、都市鉄道等の利用者の利便を増進するため、所要の措置を講じようとするも

ので、その主な内容は、 

 第一に、既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設等を行う速達性向上事業に係

る計画について、国土交通大臣が認定するとともに、認定を受けた者は、計画に従い、

事業を実施しなければならないこと、 

 第二に、駅施設及び駅周辺施設の一体的整備により乗り継ぎの円滑化等を図るための

計画について、国土交通大臣が認定するとともに、この計画で整備等を行うとされた者

は、計画に従い、駅施設の整備等を行わなければならないこと、 

 第三に、速達性向上事業等に関し、事業者間で協議が調わないときは、申請に基づき

国土交通大臣が裁定を行うこと 

などであります。 

 本案は、去る三月二十九日本委員会に付託され、翌三十日北側国土交通大臣から提案

理由の説明を聴取し、四月六日質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしまし

た結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第でありま

す。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年四月六日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 都市鉄道及び駅施設は、利用者が多様であり、かつ、継続的に利用されることにか

んがみ、都市鉄道利便増進事業については、利用者の意見を反映できるよう適切な措

置を講じること。 

二 都市鉄道利便増進事業については、事業者の自主性を尊重するとともに、その手続

の客観性・透明性の確保に努めること。 

三 都市鉄道利便増進事業について、国土交通大臣の裁定を行うに当たっては、一方の

当事者からの意見書の提出のみでなく両当事者からの意見聴取などによる十分な意見

の把握等により、裁定の公平性の確保に努めること。 

四 速達性向上事業については、近傍鉄道事業者の利用者が流出し減少となるおそれが

あるため、近傍鉄道事業者に対し意見聴取を行うなど、特段の配慮を講じること。 

五 交通結節機能高度化計画に基づく施設の整備については、その実施により利用者の

移動経路が大きく変化することで、駅周辺の商店街などに影響を及ぼすこともあるた

め、駅周辺の利害関係者との調整を十分に図るなど、万全な措置を講じること。 



六 駅施設のバリアフリー化がいまだ不十分である現状にかんがみ、交通結節機能高度

化計画に基づく施設の整備に当たっては、バリアフリー化等交通弱者にやさしい施設

整備が確実に行われるよう指導すること。 

七 都市鉄道利便増進事業を行うに当たっては、財政が厳しい地方公共団体に対しては

負担の軽減となるよう特段の配慮を講じること。 

八 都市鉄道の混雑は緩和の傾向にあるものの一部の区間において依然と高い状況にあ

ることにかんがみ、今後とも積極的に混雑緩和の推進に努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一七年四月二七日） 

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、都市鉄道利便増進事業を促進し、併せて駅施設及び駅周辺施設における

交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、事業対象地域の地方への拡大、地方における鉄道及び駅周辺

整備等関連事業に対する支援の在り方、駅施設のバリアフリー化、西日本旅客鉄道株式

会社福知山線における列車脱線事故の原因究明と再発防止策等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


